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平成 23 年 11 月４日 

株式会社日本政策金融公庫 

調達サービス室契約課 

 

 

株式会社日本政策金融公庫の本店事業場における専属産業医の選任に係る提案書の募集 

 

 

１ 募集内容 

（１）件 名  

当公庫の本店事業場における専属産業医（１名） 

（２）委託業務の内容 

ア 本店事業場の定期巡視 

イ 本店事業場における健康診断の事後措置 

ウ 本店事業場における時間外勤務及び休日勤務が一定時間を超える職員に対する事後措置 

エ 本店事業場における健康相談への対応 

オ 本店事業場における健康教育 

カ 本店事業場における衛生委員会への参加 

キ 前各号に定めるもののほか、株式会社日本政策金融公庫が依頼すること 

（３）履行期間 

   平成 24 年１月１日から平成 26年３月 31 日まで 

 

２ 参加者の資格 

（１）次の各項に該当しない者であること 

  ア 契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び反社会的勢力に該当する者 

  イ 公庫の契約に関し次の各号のいずれかに該当すると認められたときから公庫が定めた３年以

内の期間を経過しない者 

（ア）契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関

して不正の行為をしたとき。 

（イ）公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合

したとき。 

（ウ）契約者が契約を履行することを妨げたとき。 

（エ）監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 

（オ）正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。 

（カ）前（ア）から（オ）の規定により競争に参加できないとされている者を契約の締結又は契約

の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用したとき。 

  ウ 申請書及びその添付書類に虚偽の記載をした者 

（２）経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保

される者 
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（３）会社更生法に基づき更正手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続

きの申立てがなされている者でないこと。 

（４）参加申込書等提出書類の提出期限の日から契約締結までの期間に、各省各庁による指名停止等を

受けていないこと。 

（５）内科医師であること。 

（６）産業医資格を有すること。 

 

３ 求める実績・経験等 

（１）産業医学に精通していること。 

（２）産業医としての勤務経験があること。 

（３）メンタルヘルス分野を含めた各専門医との連携が図れること。 

（４）応急処置及び専門医の紹介など急患対応について経験を持つこと。 

（５）胃部レントゲン、エコー等の画像分析について経験を持つこと。 

 

４ 申込方法 

  参加を希望する者は、平成 23 年 11 月 30 日（水）17 時までに、項番５に示す書類を項番６の申込

先に持参、または郵送（締切日必着）により提出してください。 

 

５ 提出書類 

（１）参加申込書（別紙１） 

（２）誓約書（別紙２） 

（３）医師免許の写し及び産業医の証の写し 

（４）履歴書 

（５）提案書（項番３に示す実績・経験等をどの程度有するかわかるように、できるだけ具体的に実績、

経験、経歴等を記載してください。様式は任意とします。） 

 

６ 申込・問い合わせ先 

  〒１００－０００４ 

  東京都千代田区大手町一丁目９番３号（公庫ビル６階） 

  株式会社日本政策金融公庫調達サービス室（担当：辻本） 

  電 話：０３－３２７０－１５５２ 

 

７ 選定方法 

（１）履歴書及び提案書に基づく書面審査及び面接試験を行い、評価項目及び配点（別紙３）に基づき

選定します。 

（２）面接試験の日程については、提出書類受領後、別途連絡のうえ調整します。 

（３）選定結果については、選定後、採否に関わらず速やかに各参加者に通知します。 

（４）選定された参加者は、当公庫と契約を締結するものとします。 
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８ その他 

（１）本件募集に参加するにあたっての費用（提案書作成に要する費用等）は、参加者の負担とします。 

（２）提出された書類は返却しません。 

   なお、これらの書類は本件募集に係る選定目的以外には使用しません。 

（３）提案内容は非公開とします。 

（４）本件募集に必要な参加資格を満たしていない者が提出した提案書は無効とします。 

（５）「参加申込書」及び「提案書」に虚偽の記載をした場合は、提出された提案書を無効とします。 

（６）参加者等は、参加手続を通じて知り得た当公庫に関する一切の情報を第三者に漏らし、または自

ら利用してはならないものとします。 

（７）参加者は、情報管理の取扱いについて、適切な管理体制を整備するものとします。 

 

以 上 
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平成 年 月 日 

 

「本店事業場における専属産業医の選任」への参加申込書 

 

氏  名  

住  所 

〒 

 

 

電話番号  

 

別紙１ 
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平成 年 月 日 

株式会社日本政策金融公庫 

調達サービス室長 今井 多賀雄 殿 

 

住 所    

       

氏 名                   実印 

 

誓約書 

 

今般、株式会社日本政策金融公庫が行う本店事業場における専属産業医の選任」に係る提案書の募集

において、「２ 参加者の資格」にある下記項目の全てを満たすことを誓約するとともに、万一、後日、

不正な行為等が判明した場合は、貴公庫のとられる処置には一切異議の申し立ては行いません。 

 

記 

 

（１）次の各項に該当しない者であること 

  ア 契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び反社会的勢力に該当する者 

  イ 公庫の契約に関し次の各号のいずれかに該当すると認められたときから公庫が定めた３年以

内の期間を経過しない者 

（ア）契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関

して不正の行為をしたとき。 

（イ）公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合

したとき。 

（ウ）契約者が契約を履行することを妨げたとき。 

（エ）監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 

（オ）正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。 

（カ）前（ア）から（オ）の規定により競争に参加できないとされている者を契約の締結又は契約

の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用したとき。 

  ウ 申請書及びその添付書類に虚偽の記載をした者 

（２）経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保

される者 

（３）会社更生法に基づき更正手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続

きの申立てがなされている者でないこと。 

（４）参加申込書等提出書類の提出期限の日から契約締結までの期間に、各省各庁による指名停止等を

受けていないこと。 

（５）医師免許及び産業医資格を有すること。 

別紙２ 
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「本店事業場における専属産業医の選任」に係る評価項目及び評点 

 

 

評価項目 評点 

書面審査 産業医学に精通していること。 １～５ 

産業医としての勤務経験があること。 １～５ 

メンタルヘルス分野を含めた各専門医との連携が図れること。 １～５ 

応急処置及び専門医の紹介など急患対応について経験を持つこと。 １～５ 

胃部レントゲン、エコー等の画像分析について経験を持つこと。 １～５ 

 ２５ 

面接試験 誠実であること。 １～５ 

意欲的であること。 １～５ 

表現力があること。 １～５ 

協調性があること。 １～５ 

 ２０ 

合 計 ４５ 

 

【評点の基準】 

・ ５点を最上位、１点を最下位とする５段階により評価する。 

・ 十分な実績、経験、適性等があると認められる場合を３点とし、より優れた点があると認めら

れる場合は５点を上限として、十分な実績、経験、適性等があると認められない場合は１点を下

限として評価する。 

別紙３ 


